
新型コロナウイルス感染症の影響により日常生活に

困難を抱える子どもと家族の支援活動助成要領 

 

１．趣旨 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、日常生活に困難を抱えている子どもとその家族を支援するため

の民間活動に対し、和歌山県共同募金会が助成を行うことにより、より充実した活動が実施でき、また新た

な活動の呼び水になることを期待してこの要領を定める。 

 

２．実施主体 社会福祉法人和歌山県共同募金会 

 

３．協力団体 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 

 

４．助成対象団体 

  和歌山県内に所在する社会福祉法人、特定非営利活動法人及び社会福祉を目的としたボランティア団体で、

令和２年４月１日現在で１年以上の活動実績を有する者 

 

５．助成対象事業 

感染拡大及び緊急事態宣言の影響をうけ、地域で増加すると考えられる子どもと家族をめぐる生活課題に

取り組む活動で、令和２年５月７日から６月30日の間に行われた活動に対して助成を行う。 

特に、急激な生活環境の変化に伴い、疲弊した子ども達の心身を支えることに重点を置いた活動であるこ

と。 

 

６．助成対象経費 

  対象経費は、弁当代又は食材費、支援活動を行うための資機材費、光熱費等の経常的経費（人件費、旅費

等は除く。）とし、助成決定日から令和２年６月 30 日までの期間（以下「活動期間」という。）に支払わ

れたものを対象とする。 

  活動期間は、社会情勢及び寄付の状況によって延長することがある。 

 

７．助成率及び助成限度額 

  事業費に対する助成率は１００％とし、助成限度額は１件あたり３０万円とする。 

 

８．応募方法 

 (1) 応募期間 令和２年５月７日(木)～５月22日(金)まで 

 (2) 提出書類 

 ｱ）赤い羽根子どもと家族の緊急支援助成申請書（様式１） 

 ｲ）定款もしくは会則 

 ｳ）令和元年度活動実績を記載した書面 

 ※令和元年度赤い羽根共同募金助成申請書を提出した団体は、ｲ）及び ｳ) の提出を省略できる。 

(3) 提 出 先 

  社会福祉法人和歌山県共同募金会 



  〒640-8319 和歌山市手平２丁目１番２号 

         県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７F 

  ※郵送の場合は、５月22日(金)までの消印があること。 

 

９．審査機関及び助成の決定 

  審査は、実施主体及び協力団体で組織する選考会議において行う。 

  助成申請受付後直ちに審査を行い、その結果を申請者に通知する。 

 

10．助成決定事業の変更 

  助成決定を受けた団体は、助成事業に変更がある場合は直ちに和歌山県共同募金会に通知すること。 

 

11．完了報告 

  助成決定を受けた事業が終了したときは、直ちに次の書類を整え完了報告を行うものとする。 

 ｱ）共同募金緊急支援助成事業完了報告書（様式２） 

 ｲ）共同募金助成金交付請求書（様式３） 

 ｳ）活動報告書（様式４） 

 ｴ）領収書の写しほか 

 

12．助成額の決定及び支払 

  完了報告の提出を受けた後、内容を審査し当該団体への助成額の決定を行う。 

  完了報告は、事業終了後１カ月以内に提出すること。 

  助成金の支払は、助成額決定後30日以内に指定の口座に振り込むことにより行う。 

 

13．スケジュール 

 ５月 ７日(木) 助成要領の公表・助成申請の受付開始 

 ５月22日(金) 助成申請受付の締切 

 ６月30日(火) 活動期間終了日 

 ７月31日(金) 完了報告書提出期限 

 

14．助成要領の変更 

  助成要領を変更した場合は、直ちに和歌山県共同募金会のホームページに掲載して公表する。 

 


